
 

 

おおたストックヤード設置条例の施行期日を定める規則をここに

公布する。 

 

令和７年４月２８日 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

太田市規則第７４号 

太田市規則７４号 

 

  おおたストックヤード設置条例の施行期日を定める規則 

 おおたストックヤード設置条例（令和６年太田市条例第４９号）の

施行期日は、令和７年５月１２日とする。 


